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阿佐ヶ谷中学校ＰＴＡ会則 
 

第１条 ＜名称＞ 

本会は杉並区立阿佐ヶ谷中学校ＰＴＡと称し、事務局を東京都杉並区阿佐谷南１丁目 
１７番３号阿佐ヶ谷中学校内におく。 

第２条 ＜目的＞ 

   本会は保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会とにおける教育的環境をよくし、会
員相互の教養を高め、親睦を深めて、民主的教育を推進することを目的とする。 

第３条 ＜方針＞ 

   本会は教育を本旨とする民主団体で、次の方針によって運営する。 
   １ いかなる場合でも政治的・宗教的・営利的な活動を行なわない。 
   ２ 職員の人事には干渉しない。 

第４条 ＜活動＞ 

   本会はその目的を達成するため、次の活動を行なう。 
   １ 生徒の福祉に関する事項 
   ２ 会員の教養を高め、親睦を深めるための事項 
   ３ その他必要と認める事項 

第５条 ＜会員＞ 

   １ 本校生徒の保護者と教職員で、この会の趣旨に賛同する者を会員とする。 
   ２ 会員は毎年所定の会費を納め、すべて平等の権利と義務を有する。 

第６条 ＜役員・監査・委員＞ 

   １ 役員および監査 
（１） 会 長 １名（Ｐ１） 
（２） 副会長 ３名（Ｐ２、Ｔ１） 
（３） 書 記 ３名（Ｐ２、Ｔ１） 
（４） 会 計 ２名（Ｐ２） 
（５） 監 査 ２名（Ｐ２） 

   ２ 委員 
（１） １・２学年 各学級 ６名（学年２、広報１、校外１、成人教育１、選管 1） 

（２） ３学年   各学級 ６名（学年２、広報１、校外１、選管２） 
（３） 教職員会員     適宜 

第７条 ＜役員・監査・委員の選出） 

   役員・監査・委員の選出は、別に定める「施行細則・選出規定」による。 

第８条 ＜役員・監査・委員の任期＞ 

   役員・監査・委員の任期は、次の通りとする。 
   １ 役員・監査・委員の任期は、１ヶ年とし重任をさまたげない。 
     ただし、会長の重任は１回限りとする。 
   ２ 補欠によるものの任期は前任者の残任期間とする。 
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第９条 ＜役員・監査・委員の任務＞ 

   １ 会長は会務をまとめ、本会を代表する。 
   ２ 副会長は会長を助け、会長に事故あるときはこれに代わる。 
   ３ 書記は議事の記録をとり管理保管し、本会の庶務にあたる。 
   ４ 会計は会計事務を行ない、定期総会においては監査の審査を経て決算報告をする。 
   ５ 監査は本会の会計を監査する。 
   ６ 委員は各専門委員会に所属し、その活動にあたる。 

第１０条 ＜専門委員会＞ 

   本会の活動を行なうため次の専門委員会をおく。 
   １ 学年委員会   学級・学年ＰＴＡ活動に関すること。 
   ２ 広報委員会   広報活動と会報発行に関すること。 
   ３ 校外委員会   生徒の校外における生活と安全に関すること。 
   ４ 成人教育委員会 会員相互の研修に関すること。 

第１１条 ＜特別委員会＞ 

   １ 会員が必要と認めた時は運営委員会にはかり、特別委員会を設け、特別委員を委嘱す
ることができる。 

   ２ 特別委員会は互選により正副委員長を定め、委任事項について審議し、会長の了承に
基づき執行する。 

第１２条 ＜会議＞ 

   １ 総      会  毎年一回開き、歳入歳出予算及び決算、活動計画及び報告と決定、 
 役員の承認並びにその他の必要事項について審議する。 
 ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。 

   ２ 委員総会   役員及び委員をもって構成し、総会に次ぐ議決機関として必要に応 
じて開催する。 

   ３ 運営委員会  役員及び各専門委員会正副委員長をもって構成し、必要事項の執行に
ついて協議決定する。 

   ４ 役 員 会  随時これを開き、必要事項を協議する。 
   ５ 専門委員会 活動計画を立案し、活動内容の検討を行なう。 

第１３条 ＜会議の招集＞ 

   会議は、会長（委員会の場合は委員長）の招集があったとき、または当該人員の１／３ 
   の要求があったときこれを開く。 

第１４条 ＜会議の成立＞ 

   会議は当該人員の１／２以上の出席があったとき成立する。ただし、総会の場合は 
１／５、専門委員会の場合は１／３とし、委任状を認める。 

第１５条 ＜会議の議決＞ 

   議事はすべて、出席者の過半数の賛成をもって可決する。ただし、可否同数の場合は 
次の通りとする。 
１ 総 会   議長がこれを決定する。 
２ 委員総会    会長がこれを決定する。 
３ 運営委員会   会長がこれを決定する。 
４ 役 員 会   会長がこれを決定する。 
５ 専門委員会   委員長がこれを決定する。 
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第１６条 ＜会計＞ 

   １ 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。 
     年会費は一家庭３，０００円とする。 
   ２ 会員は毎年所定の日までに会費を納入する。ただし、特別な理由があって、会長の 

承認があったときは、一部または全額を減免することができる。 

第１７条 ＜会計年度＞ 

   本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第１８条 ＜施行細則＞ 

   本会則施行に必要な細則は委員総会にはかり、会長が定めることができる。 

第１９条 ＜規約改正＞ 

   本会則は総会の議決を経て改廃することができる。 

第２０条 ＜付則＞ 

   本会則は昭和６２年 ５月１９日より実施する。 
   本会則は平成 元年１１月１７日より実施する。 
   本会則は平成 ７年 ５月１２日より実施する。 
   本会則は平成１３年 ３月３１日より実施する。 
   本会則は平成１５年 ５月１５日より実施する。 
   本会則は平成１８年 ２月２８日より実施する。 
      本会則は平成２８年 ５月１１日より実施する。 
   本会則は平成３０年 ３月 ７日より実施する。 
   本会則は平成３１年 ４月 １日より実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-３- 



 

施行細則 ― 選出規定 

第１章 ＜選挙管理委員会＞ 

  １ 役員、監査の選出と選挙事務を処理するために選挙管理委員会をおく。 
  ２ （１）選挙管理委員は、各学級の第一回保護者会において、１,２学年より１名、 
       ３学年各学級より２名を選出する。 

（２）なお、選出人数が８名に満たない場合は、不足人数を前項の人数にとらわれ 
   ず、追加で選出するものとする。 

    ※立候補以外の選出方法が取られた場合、役員経験者はその候補から外れる。 
  ３ 選挙管理委員会は互選により委員長１名、副委員長１名をおく。                            
  ４ 選挙管理委員会はその目的を達成した後、解散する。 

第２章 ＜役員・監査の選出方法＞ 

  １ 役員７名中５名の役員の選出方法。 
（１）役員の候補者は、現１・２年生の保護者の中から、立候補を募り、 

学級での話し合いの上、３名以上を選出する。立候補以外の選出になる場合、 
その方法についても学級又は学年で話し合い、決定する。 
なお、Ｇ組はその年の生徒数に応じて適宜選出する。 

（２）候補者の中から、会長１名、副会長２名、書記１名、会計１名を選出する。 
（３）上記の候補者を公示し、一週間の公示期間を経て全会員の信任投票とし、投票 

総数の過半数以上の承認を持って信任とする。 
（４）選出期限は３月末までとする。 

  ２ 役員７名中２名の役員の選出方法。 
（１）新１年生の保護者の中から、立候補により役員の候補者を２名選出する。 

ただし立候補がいない場合、現役員の推薦による選出とする。 
（２）選出された２名は、書記、会計をそれぞれ担当し、総会で承認を得る。 
（３）選出期限は４月末までとする。 

  ３ 役員経験者は任期後２年間は、いかなる選出方法においても、役員候補からの 
辞退権を行使できる。また、２度の任期を果たした場合、永久辞退の権利を持つ。 

  ４ 学校側役員は学校側会員の互選による。 

  ５ 監査２名の選出方法 
（１）役員及び委員経験者の中から、選挙管理委員会が監査候補者を推薦する。 
（２）上記の候補者を公示し、一週間の公示期間を経て全会員の信任投票とし、投票 

総数の過半数以上の承認をもって信任とする。 
（３）選出期限は３月末までとする。 

第３章 ＜委員の選出方法＞ 

  １ 各学級の第１回保護者会において、担任教師と役員の協力を得て、 
学年委員２名、広報委員１名、校外委員１名及び１，２学年各学級より成人教育委員１
名を選出する。 

  ２ 学校側委員は学校側会員の互選による。 
  ３ 各学級により選出された委員は、運営委員会において認められない限り、変更すること

はできない。 

第４章 ＜専門委員会の正副委員長の選出方法＞ 

   各専門委員会は互選により委員長１名、副委員長１名を選出する。ただし、学年 
委員は学年毎に正副委員長を選出する。 
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（昭和６２年 ３月１３日改訂） 
（平成 元年１１月１７日改訂） 
（平成 ２年１１月２８日改訂） 
（平成 ３年１１月１５日改訂） 
（平成 ７年 ３月１６日改訂） 
（平成１０年 ５月１６日改訂） 
（平成１５年 ２月２５日改訂） 
（平成１８年 ２月２８日改訂） 
（平成２８年 ３月 ７日改訂） 
（平成２８年 ５月１１日改訂） 
（平成３０年 ３月 ７日改訂） 
（平成３１年 ３月３１日改訂） 

慶弔内規 
 
第１条 本規定は会則第４条第３項に基づき定める。 

第２条 会員の死亡に対しては、弔慰金として５，０００円を贈る。 

第３条 生徒の死亡に対しては、弔慰金として５，０００円を贈る。 

第４条 会員の不慮の災害に対しては、見舞い金として３，０００円を贈る。 

第５条 教職員の配偶者、父母、子女の死亡に対しては、弔慰金として３，０００円を贈る。 

第６条 教職員の結婚に対しては、５，０００円を贈る。 

第７条 教職員の出産に対しては、３，０００円を贈る。 

第８条 主事などに対しては、教職員の規定に準じて処理する。 

第９条 その他必要と認められる場合は、運営委員会において協議する 
    ただし、緊急を要する場合は会長がこれを処理することができる。 

第１０条 本規定は運営委員会の協議により改廃することができる。 

 
 
 
サークル内規 
 
１ 各サークルは阿佐ヶ谷中学校ＰＴＡ会員で構成され、会員相互の教養を高め、親睦をはかり

役員会と連携をとりながらＰＴＡ活動に協力する。 

２ 会員の自主的活動として５人以上の加入者のある場合は運営委員会の審議を経てサークル
として認められる。 

３ 定員５名に達していない部は休部とする。ただし、途中で人数が集まれば再開できる。 

４ ＯＢの参加は、運営に支障のない限り続けられる。ただし、ＯＢは部存続の基本数には入ら
ない。 

５ 各サークルは、各部の活動状況を役員会に報告する。 
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ＰＴＡ組織図 
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総会 
ＰＴＡ会員 

監査 
２名 

会 長 １名 

副会長 ３名 
     （内、Ｔ１名） 

書 記 ３名 
     （内、Ｔ１名） 

会 計 ２名 

委員総会 

専門委員会 運営委員会 
２８名 

委 員 長各１名 

副委員長各１名 
学年委員会(1.2.3.G 組) 役員会 

9 名 + 校長 

特別委員会 

 
・バレーボール部 
・陶芸部 
・コーラス部 （*現在休部） 
・卓球部 （*現在休部） 

ＰＴＡ会員を対象としたサークル 

 
・おやじの会 
・ベルマークの会 
 
 

ＰＴＡ会員を対象とした有志の会 

（８名） 

委 員 長１名 

副委員長１名 
広報委員会 

（２名） 

委 員 長１名 

副委員長１名 
校外委員会 

委 員 長１名 

副委員長１名 
成人教育委員会 

（２名） 

（２名） 

委 員 長１名 

副委員長１名 
選挙管理委員会 

（２名） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 4 月 9 日 発行 

 


